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平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
日
に
海
上
自
衛
隊
の
哨
戒
機
が
、
大
韓
民
国
（
韓
国
）
海
軍
駆
逐
艦
か
ら
火
器
管
制
レ
ー
ダ
ー
の

照
射
を
受
け
た
問
題
に
つ
い
て
、
政
府
は
、
本
年
六
月
四
日
の
日
韓
防
衛
相
会
談
に
お
い
て
、
両
国
の
防
衛
当
局
間
で
再
発
防

止
策
を
含
め
た
協
議
を
加
速
化
す
る
こ
と
で
一
致
し
た
と
発
表
し
た
。
本
合
意
は
、
事
実
究
明
を
棚
上
げ
し
た
も
の
で
あ
り
、

再
発
防
止
と
信
頼
関
係
構
築
の
観
点
か
ら
逆
効
果
で
し
か
な
い
。
強
い
非
難
に
値
す
る
。 

 

韓
国
の
国
防
部
（
国
防
省
）
は
、
火
器
管
制
レ
ー
ダ
ー
照
射
の
事
実
を
否
定
す
る
ば
か
り
か
、
海
上
自
衛
隊
が
威
嚇
飛
行
を

し
た
と
糾
弾
し
、
謝
罪
を
求
め
て
き
た
。
韓
国
軍
合
同
参
謀
本
部
の
作
戦
本
部
長
は
、
記
者
会
見
の
場
で
、
「
再
び
行
わ
れ
た

場
合
は
、
軍
の
行
動
規
則
に
従
っ
て
強
力
に
対
応
す
る
」
と
威
嚇
し
た
。
韓
国
国
防
部
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
動
画
共
有

サ
ー
ビ
ス
に
、
「
日
本
は
人
道
主
義
的
な
救
助
作
戦
の
妨
害
行
為
を
謝
罪
し
、
事
実
の
歪
曲
を
直
ち
に
中
断
せ
よ
！
」
と
日
本

語
で
題
し
た
動
画
を
、
い
ま
だ
掲
載
し
続
け
て
い
る
。 

 

韓
国
の
李
国
防
部
長
官
は
本
年
六
月
十
二
日
、
韓
国
国
会
に
お
い
て
、
韓
国
海
軍
が
文
在
寅
前
政
権
下
で
軍
艦
に
接
近
す
る

自
衛
隊
機
に
対
し
て
火
器
管
制
レ
ー
ダ
ー
を
照
射
す
る
指
針
を
作
っ
て
い
た
問
題
を
巡
り
、
韓
国
側
が
指
針
の
廃
棄
を
進
め
て

い
る
と
す
る
日
本
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
は
、
事
実
で
は
な
い
と
答
弁
し
た
。 
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現
場
の
海
上
自
衛
官
に
と
っ
て
、
生
命
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
火
器
管
制
レ
ー
ダ
ー
の
照
射
は
、
火
器
の
使
用
に
先
立
っ

て
実
施
す
る
行
為
で
あ
り
、
例
え
て
い
う
な
ら
ば
、
刃
物
を
首
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
「
殺
す
ぞ
」
と
脅
迫
さ
れ
た
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
。
今
回
の
合
意
に
よ
っ
て
、
激
し
い
反
日
感
情
が
あ
る
韓
国
に
誤
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
っ
て
し
ま
い
、
今
後
偶
発

的
な
事
故
を
装
っ
て
海
上
自
衛
官
が
殺
害
さ
れ
る
危
険
が
生
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
韓
国
防
衛
当
局
と
信
頼
関
係
を
構

築
し
て
協
力
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
は
、
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

政
府
は
、
海
上
自
衛
官
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
、
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


